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百五証券インターネット残高照会サービス取扱約款 

 

第１条（目的） 

本約款は百五証券株式会社（以下「当社」といいます。）から、お客さまのお預か

り残高等の閲覧サービスを電子情報処理組織（当社の使用に係る電子計算機と、お客

さまの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいま

す。）を使用する方法、またはその他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁

的方法」といいます。）により提供するサービスの取扱いについて定めたものです。 

 

第２条（百五証券インターネット残高照会サービスの内容） 

（１）百五証券インターネット残高照会サービス（以下、「残高照会サービス」と

いいます。）の提供は当社ホームページ上の残高照会サービス画面より、お

客さま専用パスワードにてお客さまページ（お客さまの部店コード、口座番

号およびパスワードによる認証を必要とするお客さま専用ページをいいま

す。以下同じ）にログインしていただき、お預かり残高等を閲覧していただ

くものです。 

（２）残高照会サービスの対象として閲覧できるのは次の各号に掲げるものとしま

す。 

① 預り資産残高および評価損益・投資信託の運用損益 

② 過去のお取引（取引履歴・特定口座譲渡益税の履歴・特定口座配当等の履歴） 

③ その他当社が定め、残高照会サービス上に掲げるもの 

（３）残高照会サービスの対象として閲覧できる内容を変更する場合は、事前に残高

照会サービス上もしくはその他方法にて通知します。 

 

第３条（残高照会サービスの利用） 

(１) 残高照会サービスは、本約款の内容について承諾のうえ、当社所定の書面等に

て利用申込みされたお客さまのみ利用できるものとします。 

（２）残高照会の閲覧可能時間は、当社が定める時間とします。 

 

第４条（終了） 

以下のいずれかに該当する場合は、残高照会サービスは終了します。 

（１）お客さまが当社指定の方法より残高照会サービスの利用中止を申出られた場

合。 

（２）お客さまが当社の証券総合口座または法人取引口座を解約された場合。 

（３）当社がお客さまに対し残高照会サービスの利用中止を申出た場合。 
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（４）当社の判断によりお客さまによる残高照会サービスの利用を制限または解約し

た場合。 

（５）残高照会サービスを受けられる通信機器、通信回線または閲覧環境等を保有し

なくなった場合。 

（６）当社の判断により、すべてのお客さまに対し残高照会サービスの提供を終了し

た場合。 

 

第５条（変更） 

当社は、お客さまに予め通知することなく、法令に反しない範囲で残高照会サービ

スの内容を変更する事があります。 

 

第６条（停止） 

当社は、残高照会サービスの緊急点検の必要性その他の合理的理由に基づき、お客

さまに予め通知することなく、残高照会サービスの全部または一部を停止することが

あります。 

 

第７条（免責事項） 

当社は、次に掲げる事項により生じるお客さまの損害については、その責を負わな

いものとします。 

（１）通信機器、通信回線、インターネット、コンピュータ（ハード・ソフト）等の

システム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害

若しくは瑕疵、または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、残高照会サ

ービスのすべてもしくは一部の提供が出来なくなった場合。 

（２）お客さま自身で入力されたか否かにかかわらず、入力されたパスワード等と、

予め当社に届出されている情報とが一致し、お客さま以外の第三者が残高照会サ

ービスを利用した場合。 

（３）天災地変、政変、経済事情の急変、証券・金融市場の閉鎖、その他非常事態の

発生など、不可抗力と認められる事由が発生し、各種情報の提供等が遅延し、ま

たは不能になった場合。 

（４）次条に定める届出を怠った場合。 

 

第８条（届出事項の変更） 

お客さまは届出事項に変更がある場合、証券取引約款に準じ、直ちに当社所定の書

面にて届出るものとします。 
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第９条（その他約款等の適用） 

この約款に定めない事項に関しては、「当社の約款・規定」等によるものと 

します。 

 

第 10条（合意管轄） 

 お客さまと当社の間でこの契約に関して訴訟の必要性が生じた場合、当社は当社本社

または営業部店の所在地を管轄する裁判所を指定することができるものとします。 

 

第 11条（約款の変更） 

(１)この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、または当社が必要と判断した場合には

変更されることがあります。 

(２)変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時

が到来するまでに、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。 

 

以 上 

2020年 1月 


